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１ 全体評価（評価のまとめ） 

(1) 法人化とこれまでの経緯 

 岩手県立大学は、「自然」、「科学」、「人間」が調和した新たな時代を創造することを願

い、人間性豊かな社会の形成に寄与する、深い知性と豊かな感性を備え、高度な専門性を

身につけた自立的な人間を育成することを建学の基本理念に掲げて開学し、７年後の平成

17 年４月に、大学運営の自律性の確立、教育・研究の一層の質の向上を目指して、四年制

大学、二短期大学部からなる公立大学法人に移行した。 

 法人化第一期（平成 17 年４月～平成 23 年３月）の中期目標においては、大学として次

のような姿を目指すこととされた。 

① 「実学実践」の教育・研究を通して地域に貢献する大学 

② 志に火をつける「実学実践」の教育による人間的成長を培う大学 

③ 「実学実践」を中核とした｢人間教育｣・「実証研究」・「地域貢献」の一体的な進展 

 これを受けて、中期計画として 252 項目を策定し、毎年度の年度計画の策定、業務実績

の評価を通じて、計画達成に努めてきた。 

 その間、平成 20 年度には、学校教育法第 109 条第 2 項の規定に基づき、財団法人大学

基準協会による認証評価を受審し、評価対象である岩手県立大学、岩手県立大学盛岡短期

大学部及び岩手県立大学宮古短期大学部は、いずれも大学基準への適合が認定された。  

 また、中期目標期間４年を経過した平成 21 年度には、中期目標の達成状況を暫定的に

評価し（暫定評価）、岩手県地方独立行政法人評価委員会からは、「順調に取組が進んでお

り、一定の成果を上げている」とされたものの、地域・国際貢献や業務運営などの分野で

は課題も指摘された。 

 平成 22 年度には、さきの認証評価、暫定評価の結果を踏まえて、県から第二期中期目

標が指示され、法人として第二期中期計画の策定と並行して、第一期中期計画の取組につ

いて最終的な総括を行なった。 

 

(2) 自己評価結果 

   本学は、開学以来、「実学実践」を重視した教育・研究活動に取り組んできたが、法人化

第一期においてはこれをさらに進展させ、先進的で高度な専門教育と地域に根ざした実証

研究を一体的に推進し、現実社会の諸課題から多様な学び・実践を通じて学生の人間的成

長を培う教育を展開することにより、地域課題解決と人材育成による地域への貢献を推進

してきたところである。 

   「教育」においては、四学部、二短期大学部の特色を生かし、少人数教育を広く採用し

て演習・実習を重視した実践的な教育課程を編成したほか、学生の自主的なボランティア

活動を支援し、実社会での適応力を身につける教育を行なった。就職率は高水準を維持し、

卒業生は就職先からも高い評価を得ている。 

 「研究」及び「地域・国際貢献」においては、地域のニーズに基づいて様々な課題に関

する実証研究に精力的に取り組んだほか、産学公連携の拠点整備、公開講座をはじめとす

る県民の教育機会の拡充など、地域に開かれた大学として地域貢献に努めた。また、国際

交流協定の締結大学を中心とする相互交流にも取り組んだ。 

 このほか、「教育」、「研究」、「地域・国際貢献」を下支えする「業務運営」、「財務」、「評

価・情報提供」、「施設設備」については、法人化に伴う運営体制、仕組みを整備し、所要

の見直しを図りながら、一層の改善に努めてきた。 

 総じて、法人化第一期においては、「実学実践」の教育・研究拠点としての機能が高ま
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り、自律的、効率的な運営基盤を確立したことにより、一定の成果を上げたものと認めら

れる。しかし、中期目標達成への取組の過程でいくつかの課題も残されたことから、第二

期中期目標期間において、引き続き、継続的な取組が必要である。 

 

【参考】中期計画の達成状況 

  中期目標を達成するために策定した中期計画（年度計画）の達成状況は以下のとおり。（17

～21 年度は評価委員会による評価、22 年度は法人による自己評価であること。） 

 

 (1) ＡＡ（特筆すべき進行状況）又はＡ（計画どおり進行） 

年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

教育・研究などの質の向上 160 197 203 166 111 43 

業務運営の改善及び効率化 18 25 14 15 5 7 

財務内容の改善 5 6 8 8 1 1 

自己点検・評価、情報の提供 7 9 9 7 5 5 

施設設備の整備、安全管理 9 8 12 11 5 3 

予算、収支計画等 0 1 0 2 3 3 

合計 199 246 246 209 130 62 

（ＡＡ又はＡ判定の割合） 66.3% 75.7% 84.8% 90.1% 85.0% 87.3% 

 

 (2) Ｂ（概ね計画どおり進行） 

年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

教育・研究などの質の向上 36 42 24 8 15 5 

業務運営の改善及び効率化 7 2 4 1 4 1 

財務内容の改善 3 5 1 1 0 1 

自己点検・評価、情報の提供 2 2 2 1 1 0 

施設設備の整備、安全管理 0 1 1 0 1 1 

予算、収支計画等 2 0 1 0 1 0 

合計 50 52 33 11 22 8 

（Ｂ判定の割合） 16.7% 16.0% 11.4% 4.7% 14.4% 11.3% 

 

 (3) Ｃ（やや遅れている）又はＤ（重大な改善事項あり） 

年度 17 年度 18 年度 19 年度 20 年度 21 年度 22 年度 

教育・研究などの質の向上 47 23 6 9 1 1 

業務運営の改善及び効率化 1 2 3 0 0 0 

財務内容の改善 2 1 1 0 0 0 

自己点検・評価、情報の提供 0 0 0 1 0 0 

施設設備の整備、安全管理 1 0 0 1 0 0 

予算、収支計画等 0 1 1 1 0 0 

合計 51 27 11 12 1 1 

（Ｃ又はＤ判定の割合） 17.0% 8.3% 3.8% 5.2% 0.7% 1.4% 

 

全項目合計 300 325 290 232 153 71 
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２ カテゴリー別評価（総括） 

中期目標の構成に基づき、評価の対象を「教育」、「研究」、「地域・国際貢献」、「業務運営」、

「財務」、「評価・情報提供」、「施設設備」の７カテゴリーに分類した。 

各カテゴリーには、全体を包括する「大目標」を明示するとともに、評価項目を設定し、

中期目標期間における業務の実績に基づいて、様々な視点から達成度を評価した。各カテゴ

リー及び各評価項目の達成度は次表のとおりである。 

 

各カテゴリー・評価項目別達成度（総括） 

カテゴリー・大目標 達成度 評価項目 達成度 

１ 教育 

「人間教育」の実践により、地域・組織をリ

ードする自律した人材を養成する。 

Ｂ 

1-1 教養教育の充実 Ｂ 

1-2 高度な専門教育 Ｂ 

1-3 入学者受入方針の明確化 Ｂ 

1-4 教育課程・方法等の改善 Ｂ 

1-5 教育の実施体制等の充実 Ｂ 

1-6 学生支援 Ａ 

２ 研究 

現代社会の緊急課題や地域課題の研究に重

点的に取り組み、成果を社会に還元する。 

Ｂ 
2-1 学際的・複合的な研究への取組 Ｂ 

2-2 研究実施体制等の整備 Ｂ 

３ 地域・国際貢献 

教育機会の充実、シンクタンク機能の強化を

図り、国際交流事業を積極的に推進する。 

Ｂ 

3-1 社会人教育等の実施 Ｂ 

3-2 産学公の連携推進 Ｂ 

3-3 交換留学・共同研究の推進 Ｃ 

４ 業務運営 

トップのリーダーシップと業務の効率化に

より、新たな課題に戦略的、機動的に対応する。 

Ｂ 

4-1 教育研究組織の見直し Ｂ 

4-2 人事の適正化 Ｂ 

4-3 事務の効率化 Ｂ 

５ 財務 

財務内容の改善に努め、大学経営の健全化を

図る。 

Ａ 
5-1 外部研究資金の増加 Ｂ 

5-2 経費抑制・資産管理の改善 Ａ 

６ 評価・情報提供 

自己点検・評価の結果を大学運営の改善に反

映し、運営状況を広く県民に周知する。 

Ｂ 
6-1 評価の充実 Ｂ 

6-2 情報公開の推進 Ｂ 

７ 施設設備 

施設設備を適切に管理し、学内での有効活

用、安全確保を図る。 

Ａ 
7-1 施設設備の整備 Ａ 

7-2 安全管理 Ｂ 

 

【達成度の運用基準】 

Ａ：中期目標期間内に予定していた取組がほぼ達成し、十分な成果をあげていると認められる。 

Ｂ: 順調に取組が推移し、一定の成果をあげているものの、目標達成のため、引き続き継続した取組が

必要と認められる。 

Ｃ：取組が進んでいるものの、まだ十分な成果があがっておらず、目標達成のため、これまで以上の取

組が必要と認められる。 

Ｄ：取組内容、成果とも十分とはいえず、取組内容の大幅な見直しが必要と認められる。 

Ｅ：時代状況の変化等中期目標を達成できないことにやむを得ない事由が認められる。 
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３ カテゴリー別評価（各カテゴリーごとの評価結果） 

 

カテゴリー１ 教育 

【大 目 標】「人間教育」の実践により、地域・組織をリードする自律した人材を養成する 

 

【達 成 度】Ｂ（順調に取組が推移し、一定の成果をあげているものの、目標達成のため、引き続き継

続した取組が必要と認められる。） 

 

【評価結果】 

○ 開学以来、特色ある入試制度を継続的に見直しながら、様々な高大連携事業を企画し、

大学が求める意欲ある学生の確保に努めた。 

○ 「人間教育」、「実学実践」の理念のもとに、今日的、実践的課題を広く採り入れた教

育課程の編成や少人数教育を拡充するとともに、文部科学省プログラム（ＧＰ）の採択、

資格教育の充実、社会人教育の学習環境整備等により優れた学習成果を挙げ、就職先企

業や学生からも高い満足度を得ている。 

○ 学生ボランティアセンターなど学生の自主的組織による社会貢献活動が県民から高

い評価を得ており、学生生活や就職活動を支えるサポート体制の充実も図られた。 

○ 今後は、大学院・編入学志願者の確保、教養教育の位置づけ・実施体制の見直し、教

育力を一層向上させるためのＦＤ活動の充実等により、学生の向学心を高め、「人間教

育」の一層の充実を図る必要がある。 

 

【各評価項目の達成度】 

評価項目 評価内容 達成度 

① 教養教育の充実  専門教育と融合させた「人間教育」の構築を目指して、問題論的アプ

ローチや基礎的な演習、「いわて学」など特徴ある教養教育を展開した。 

 また、語学教育、情報リテラシー教育などにも力を入れ、特に英語教

育においては、学生の学習意欲を高める取組を行った。 

 今後は、これまでの教養教育のあり方を検証し、社会人としての基礎

的能力を養成するための体系的な基盤教育を実践していく必要がある。 

【成果】 

・人間教育としての教養教育の展開 

・英語教育の強化 

・情報処理能力の育成 

【課題】 

・教養教育から「基盤教育」に向けた再構築 

・基盤教育の実施体制の整備 

Ｂ 
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評価項目 評価内容 達成度 

② 高度な専門教育 学部、短期大学部の専門教育を、今日的・実践的なテーマで展開し、

社会が求める先端的な研究者・実践者を輩出した。 

同時に、資格教育にも熱心に取り組み、多数の有資格者を地域に送り

出した。 

今後は、開学時の教育理念に立ち返りつつ、リカレント教育など社会

のニーズに沿った専門教育を一層推進していく必要がある。 

【成果】 

・実践的テーマに基づく教育の推進 

・高度な先端的研究者・実践者の輩出 

・特色ある資格教育 

【課題】 

・教育理念・教育目的の明確化・共有化 

・リカレント教育の一層の充実 

Ｂ 

③ 入学者受入方針

の明確化 

 個性的で特色ある本学の入試制度について、継続的な見直し、改善を

図りながら、様々な高大連携事業を企画し、意欲ある学生の確保に努め

てきた。 

 今後、さらなる少子化が進行し、学生の確保、教育水準の維持が課題

となることから、明確なポリシーのもとに、適切な入学者選抜を実施し

ていく必要がある。 

 特に、大学院における定員充足は、なお課題として残されていること

から、早急な対策が必要である。 

【成果】 

・人間教育、「実学実践」の教育理念に相応しい入試制度の整備・改善 

・高大連携事業の推進 

【課題】 

・入学志願者の確保と就学環境の再検討 

・社会環境の変化に対応した入試制度の見直し 

Ｂ 

④ 教育課程・方法

等の改善 

 

 

 文部科学省プログラム（ＧＰ）の採択や、地域と結びついた実践教育

などにより優れた学習成果を挙げた。 

 また、履修制度の改善を図るとともに、成績評価制度の見直しについ

ても具体的な方針を策定した。 

 ただし、時間割の過密化やインターンシップ単位化の検討等の課題も

あることから、ディプロマ・ポリシー（学位授与の方針）に見合ったカ

リキュラムの再構築について検討が必要である。 

【成果】 

・文部科学省プログラム（ＧＰ）の採択 

・「実学実践」の理念に基づく現場を重視した教育指導 

・適切な履修、成績評価を確保するための環境整備 

【課題】 

・各学部の教育理念に基づく教育課程の再構築 

・演習・実習の一層の充実化 

・インターンシップ、ボランティアの単位化の検討 

Ｂ 
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評価項目 評価内容 達成度 

⑤ 教育の実施体制

等の充実 

 

 教職員の適切な配置、学術情報機能の整備により、人的、物的両面か

ら教育環境の充実に努め、本学特有の少人数教育や社会人教育を実施し

た。 

 今後は、よりいっそう学内外の教育資源を有効活用し、学生の学習機

会を増やす取組が必要である。 

 また、教育力の一層の研鑽・向上を図り、ＦＤ活動を全学で活発化さ

せることが必要である。 

【成果】 

・少人数教育、社会人教育のための教育環境の整備 

・他大学との連携、学外の教育資源の活用 

【課題】 

・教員の配置方法等の再検討 

・短期大学部教育、学部教育、大学院教育の連携強化 

・組織的、体系的なＦＤ活動の定着 

Ｂ 

⑥ 学生支援  学生の日々の学習、生活、就職の支援体制を充実させ、学生と教職員

または学生同士の交流を推進した。特に、学生ボランティアセンターな

ど学生による自主的活動が活発化し、その活躍は学外で大きく取り上げ

られ高い評価を受けた。 

 今後は、就業力支援を本格実施するとともに、学生の目線に立ったサ

ポートを強化していく必要がある。 

【成果】 

・学生の学習支援、学生生活支援の充実 

・就職サポート体制の整備 

・留学生に対する組織的な教育支援 

・学生ボランティア、学生の自主的組織による精力的な活動 

【課題】 

・学生への相談・サポートの充実 

・就職支援策の充実、就業力育成のサポート 

Ａ 

 

 

カテゴリー２ 研究 

【大 目 標】現代社会の緊急課題や地域課題の研究に重点的に取り組み、成果を社会に還元

する 

 

【達 成 度】Ｂ（順調に取組が推移し、一定の成果をあげているものの、目標達成のため、引き続き継

続した取組が必要と認められる。） 

 

【評価結果】 

○ 学術研究費に「公募型地域課題研究」、「全学プロジェクト研究」といった地域の特定

課題等に全学的に取り組むメニューを設けて重点的に資金を配分し、地域のニーズに基

づいた学際的・複合的な研究を推進した。 

○ 地域連携（研究）センターを拠点として、民間企業等との研究者交流を推進するとと

もに、外部研究員を活用したリエゾン機能の充実を図った。研究成果は、発表会の開催

やＨＰを通じた情報発信など様々な活動を通じて社会への還元を図った。 

○ 今後は、各学部等の専門特性を結集したプロジェクト研究をさらに推進し、多様化、

複雑化する地域課題に広く応えていく必要があるほか、多様な学術分野にわたる教員の
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研究能力の維持向上を図る支援を拡充するとともに、適正な研究評価の仕組みを整備す

る必要がある。 

 

【各評価項目の達成度】 

評価項目 評価内容 達成度 

① 学際的・複合的な

研究への取組 

 現に地域が抱える課題を研究テーマとする「公募型地域課題研究」、

「全学プロジェクト研究」等に各学部等がそれぞれの専門特性を活か

して取り組んだ。 

 また、研究成果については、成果報告書の公表、成果発表会、ＨＰ

など様々な機会を通じて、地域への還元に努めた。 

 今後は、４学部２短期大学部の専門性を結集した学部横断的なプロ

ジェクト研究をさらに推進し、多様化、複雑化する地域社会のニーズ

にきめ細かく応えていく必要がある。 

【成果】 

・公募型地域課題研究の推進 

・学際的・複合的研究の推進 

・研究成果の地域への還元 

【課題】 

・部局横断的プロジェクトのための協力体制の強化 

・現代社会の緊急課題等に対応する研究の一層の推進 

Ｂ 

②  研究実施体制等

の整備 

 地域連携（研究）センターを拠点として、民間企業等との研究者交

流やリエゾン機能の充実化を図るとともに、研究倫理規程等を整備し、

研究環境の向上に努めた。 

 研究資金については、外部資金の獲得を奨励し、支援体制を強化し

た結果、科学研究費補助金の採択件数が増加に転じた。また、学内に

おいては、研究費の配分の体系を見直し、簡素化、重点化を図った。 

 今後は、一層の研究の質向上を図るため、外部資金への応募を促進

するとともに、研究評価の仕組みを整備する必要がある。 

【成果】 

・地域貢献を重視した研究機能の充実 

・研究資金の効果的・重点的な配分 

・科学研究費補助金の獲得支援体制の強化 

【課題】 

・外部資金獲得の支援強化と研究成果の評価体制の整備 

・学内外の研究者交流、研究者間の連携 

Ｂ 

 

 

カテゴリー３ 地域・国際貢献 

 

【大 目 標】教育機会の充実、シンクタンク機能の強化を図り、国際交流事業を積極的に推

進する 

 

【達 成 度】Ｂ（順調に取組が推移し、一定の成果をあげているものの、目標達成のため、引き続き継
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続した取組が必要と認められる。） 

 

【評価内容】 

○ 公開講座をはじめとする社会人の専門教育を地道に継続して実施しており、県民の教

育機会として定着してきている。 

○ 地域連携（研究）センターを核として、企業、自治体等との共同研究や受託研究の取

組を推進し、着実に実績を伸ばした。このほか、「ＩＰＵ地域づくりプラザ」、「滝沢村

ＩＰＵイノベーションセンター」、「岩手県立大学看護実践研究センター」の設置、活動

を通じて、シンクタンク機能を発揮した。 

○ 国際交流事業については、国際交流協定の締結先を中心に留学生の受け入れや短期海

外派遣研修等を続けているが、さらに双方向の活発な交流を促進するための方策を検討

する必要がある。 

 

【各評価項目の達成度】 

評価項目 評価内容 達成度 

①  社会人教育等の

実施 

 公開講座や社会人の専門教育において、開催方法・講座内容等を改

善し、県民の学習意欲を高める工夫を行なった。受講者からは高い満

足度を得ており、一般向けの社会人教育として定着している。 

 今後は、より魅力的なテーマで、多くの教員の協力が得られるよう、

学内の支援体制を充実させる必要がある。 

【成果】 

・公開講座、社会人教育等の充実 

【課題】 

・社会人教育等を担当する教員への支援体制の構築 

Ｂ 

②  産学公の連携推

進 

 地域連携（研究）センターを核として、企業、自治体等と連携した

共同研究、受託研究の取組を推進し、地域への研究成果の還元、政策

提言を継続的に行なった。 

 また、「ＩＰＵ地域づくりプラザ」を基点とする地域との協働を精力

的に実施したほか、「滝沢村ＩＰＵイノベーションセンター」入居企業

との共同研究や「岩手県立大学看護実践研究センター」の設置等によ

りシンクタンク機能を発揮した。 

 今後は、「いわてものづくり・ソフトウェア融合テクノロジーセンタ

ー」や「地域政策研究センター」を本学の地域貢献活動の中核に位置

づけ、県民の期待に一層応えていく必要がある。 

【成果】 

・産学公の地域連携機能の強化 

・地域課題に関する研究成果の積極的な還元 

【課題】 

・産学公連携の一層の推進とシンクタンク機能の強化 

Ｂ 
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評価項目 評価内容 達成度 

③ 交換留学・共同研

究の推進 

 国際交流協定の締結先を中心に、特別聴講学生の受入や短期海外派

遣事業といった交流を継続しているが、交流実績としてはまだ十分な

ものではない。 

 今後は、教員間の研究者交流も含めて、国際的視野の涵養を図るた

め、双方向の国際交流を一層推進する必要がある。特に、本学から海

外に派遣する仕組み、支援のあり方等を見直す必要がある。 

【成果】 

・国際交流協定締結大学との継続的な交流 

【課題】 

・双方向の国際交流事業の推進 

・教員間の交流と海外共同研究の促進 

Ｃ 

 

 

カテゴリー４ 業務運営 

【大 目 標】トップのリーダーシップと業務の効率化により、新たな課題に戦略的、機動的

に対応する 

 

【達 成 度】Ｂ（順調に取組が推移し、一定の成果をあげているものの、目標達成のため、引き続き継

続した取組が必要と認められる。） 

 

【評価内容】 

○ 理事長、学長が迅速かつ的確なリーダーシップを発揮するための諸会議の見直し、全

学共通の事務を所掌する本部体制の充実、教養教育や産学公連携等を推進するための新

たな教育・研究組織の編成などにより、機能的な組織運営に努めた。 

○ 教員業績評価制度の見直し、教員定数管理計画の検討、多様な任用制度の導入などに

より、人事の適正化を図るための基盤整備を行った。 

○ 今後は、より円滑な組織運営を図るため、教職員による学内情報の共有、大学運営へ

の参画を促すとともに、一層の事務の効率化を図るため、ＳＤ活動を拡充して職員の専

門性向上を図る必要がある。 
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【各評価項目の達成度】 

評価項目 評価内容 達成度 

① 教育・研究組織の

見直し 

 理事長、学長のもとで、迅速かつ適切な意思決定と効率的な業務を

行なうため、法人又は大学が置く組織の運営を見直し、改善を図った。 

 また、教育・研究組織については、教養教育、社会人教育、産学公

連携研究など本学の教育・研究活動に相応しい組織を整備した。 

 今後は、法人経営、大学運営に係る学内情報の共有化を進めるとと

もに、教職員が大学運営に積極的に参画する機会・仕組みの改善を図

る必要がある。 

【成果】 

・法人化に伴う組織運営体制の整備 

・本学に相応しい教育・研究組織の設置 

【課題】 

・円滑な組織運営による迅速かつ的確な課題対応 

・教職員の大学運営への積極的な参画 

Ｂ 

② 人事の適正化  教職員の多様な任用制度を採用するとともに、将来の教員定数につ

いて基本的な方向性を確認した。 

 教員業績評価制度を見直し、成果を処遇に反映させる新たな評価制

度を導入する方針を決め、23 年度から試行することとした。 

 今後は、人事評価制度の適切な運用、年齢、性別を考慮した募集、

配置などにより、組織の一層の活性化に取り組む必要がある。 

【成果】 

・専門性の高い人材の確保・配置、多様な任用制度の導入 

・効果的な人事評価制度の検討・導入 

【課題】 

・人事評価、募集・任用の適切な運用 

Ｂ 

③ 事務の効率化  滝沢キャンパスにおいて、事務組織と一体化した本部体制を敷き、

機能的な組織運営を行った。 

 また、事務処理の電算化を導入し、改善を図るとともに、外部委託

化を推進し、事務の効率化に努めた。 

 今後は、新たな業務に対応するため、適正な事務配分を行なうとと

もに、ＳＤ活動の取組を強化し、職員の一層の能力向上を図る必要が

ある。 

【成果】 

・事務局組織の機能的な運営 

・事務処理の電算化と改良 

・業務の外部委託化（アウトソーシング） 

【課題】 

・一層の事務の効率化 

・事務職員の能力向上 

Ｂ 
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カテゴリー５ 財務 

【大 目 標】財務内容の改善に努め、大学経営の健全化を図る 

 

【達 成 度】Ａ（中期目標期間内に予定していた取組がほぼ達成し、十分な成果をあげていると認めら

れる。） 

 

【評価内容】 

○ 自己収入である外部研究資金の獲得については全般的に採択件数が増加傾向にあり、

特に、科学研究費補助金については、申請書の作成指導などの支援策を強化したことに

より採択率が向上した。 

○ また、毎年度、県からの運営費交付金が削減される中で、日常業務の見直し等による

経費の節減を図り、中期目標期間中に毎年度剰余金を生み出すなど健全経営を維持した。 

○ 今後は、より厳しい財務運営を迫られることから、科学研究費補助金をはじめ外部研

究資金への積極的な応募の促進や、事務の合理化の徹底など、安定経営に一層努力する

必要がある。 

 

【各評価項目の達成度】 

評価項目 評価内容 達成度 

①  外部研究資金の

増加 

 科学研究費補助金について、申請書の作成指導や外部講師による説

明会の実施などにより獲得支援を強化した結果、採択件数は減少から

増加に転じた。 

 科学研究補助金以外の外部研究資金についても件数・金額ともに増

加傾向にあり、外部研究資金の獲得に対する教員の認識が深まった。 

 さらに、自己収入の安定的な確保を図るため、外部研究資金に対す

る積極的な応募が望まれる。 

【成果】 

・外部研究資金獲得への取組強化 

【課題】 

・外部研究資金獲得への積極的な応募 

Ｂ 

② 経費抑制・資産管

理の改善 

 契約方法の見直しや冷暖房運転の効率化など日常業務での無駄の排

除等により運営経費の削減に努め、毎年度剰余金を生み出すなど健全

な経営を維持した。 

 また、財務内容の公表について、学外への公開方法を工夫し、情報

公開を推進した。 

 今後は、学内での財務情報の共有化や適正な予算運用をさらに進め

る必要がある。 

【成果】 

・経費削減の取組 

・学外に向けた財務状況の公開 

【課題】 

・経費の一層の抑制と計画的な資産管理 

Ａ 
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カテゴリー６ 評価・情報提供 

【大 目 標】自己点検・評価の結果を大学運営の改善に反映し、運営状況を広く県民に周知

する 

 

【達 成 度】Ｂ（順調に取組が推移し、一定の成果をあげているものの、目標達成のため、引き続き継

続した取組が必要と認められる。） 

 

【評価内容】 

○ 認証評価の適合認定とその後の改善への取組、中期計画における毎年度の計画・実績

のとりまとめ等を通じて、学内にＰＤＣＡサイクルの仕組みが構築され、さらに次期中

期計画では、評価指標や工程表の導入など実効性を担保する方法を採り入れた。 

○ 大学情報については、ホームページに教育情報や研究者総覧などを盛り込んだほか、

様々な広報媒体を通じて適時適切な情報発信に努めた。また、父兄や高等学校等との懇

談会を通じて、大学へのニーズ把握にも努めた。 

○ 今後は、自己点検・評価の情報発信の強化と学内の教職員の改善意識の向上を図るほ

か、統一感のある全学広報や積極的な広聴活動を図る必要がある。 

 

【各評価項目の達成度】 

評価項目 評価内容 達成度 

① 評価の充実  認証評価において適合認定を得るとともに、助言事項に対する改善

への取組を計画的に進めた。 

 また、中期計画の年度計画、業務実績や毎年度の運営方針の策定・

確認を通じて、学内でＰＤＣＡサイクルを循環させる仕組みを構築し

た。 

 次期中期計画では、工程表の作成、評価指標の活用などにより実効

性を高める仕組みを採り入れた。 

 今後は、学内において教職員の改善意識を高めるとともに、学外に

対して情報公開、意見聴取等を適切に行なう必要がある。 

【成果】 

・認証評価における適合認定と改善の取組 

・ＰＤＣＡサイクルの仕組みの構築 

・次期中期計画における計画・評価システムの構築 

【課題】 

・計画策定・実績評価にかかる情報共有と改革改善意識の醸成 

・全学と各部局をつなぐＰＤＣＡサイクルの体系化 

・自己点検・評価の公表改善と学外からの意見の活用 

Ｂ 
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評価項目 評価内容 達成度 

② 情報公開の推進  教育情報や研究者総覧など大学の諸活動の情報を適時適切に発信す

るとともに、閲覧数の向上を図るため、ホームページの更新作業を進

めた。今後は、様々な媒体を通じて、全学的に統一感のある広報活動

を推進していく必要がある。 

 また、大学のステークホルダーとの意見交換の機会を通じて、大学

に対する様々なニーズを把握し、業務の改善に努めた。今後は、組織

的、定例的な広聴活動をさらに推進する必要がある。 

【成果】 

・教育・研究活動、業務運営等にかかる情報公開の推進 

・大学に対するニーズ把握、意見交換の実施 

【課題】 

・効果的な全学広報の実施 

・広聴機能の充実 

Ｂ 

 

 

カテゴリー７ 施設設備 

 

【大 目 標】施設設備を適切に管理し、学内での有効活用、安全確保を図る 

 

【達 成 度】Ａ（中期目標期間内に予定していた取組がほぼ達成し、十分な成果をあげていると認めら

れる。） 

 

【評価内容】 

○ 本学の施設設備について適切な管理により、良好な利用環境を維持した。特に、学生

の視点に立って、就職支援センターの移転や食堂・売店など運営改善を図るなど、利便

性向上に努めた。 

○ また、学生、教職員の安全管理面では、健康相談の対応、危機管理規程の整備、消防

訓練の実施など基盤体制を整備した。 

○ 今後は、さらに施設の有効活用を推進して学生の諸活動を活性化させるとともに、学

内の防災・防犯意識を高め、危機管理マニュアルを整備するなど安全確保に万全を期す

る必要がある。 
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【各評価項目の達成度】 

評価項目 評価内容 達成度 

① 施設設備の整備  ユニバーサルデザインに対応した本学施設について適切な管理を行

ない、良好な利用環境を維持した。 

 また、就職支援センターや学生ボランティアセンターの設置、食堂・

売店の改善等により学生の利便性向上に配慮した取組を行なった。 

 今後は、学生の憩いの場の創出など学内の活性化のため、施設利用

を一層工夫する必要がある。 

【成果】 

・環境や学生のニーズに配慮した施設整備 

・学生のニーズに配慮した施設の活用 

【課題】 

・学生の学内活動の活発化 

Ａ 

② 安全管理  学生及び教職員の安全衛生管理、健康管理の体制を整備するため、

危機管理に係る関係規程の策定や、消防訓練の実施、各種相談体制の

充実等に取り組んだ。 

 しかしながら、緊急時対応、マニュアル整備を含めた危機管理体制

の強化、学生への安全・防犯教育など一層の安全対策を徹底する必要

がある。 

【成果】 

・安全衛生・健康管理体制の整備 

・危機管理体制の整備 

【課題】 

・安全確保対策の強化 

Ｂ 
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４ カテゴリー別評価に関する特記事項 

 

特に積極的に取り組み、中期計画に対して優れた成果をあげることができた事項は次のとおりである。 

 

カテゴリー１ 「教育」 

・ 文部科学省プログラムの採択 

  文部科学省の各種プログラムに下記の取組が採択された。 

 ＜特色ある大学教育支援プログラム＞ 

  * 「講座制による高度専門教育と人間教育の一体化」（ソフトウ

ェア情報学部） 

  * 「自他の文化理解を柱とした国際文化教育」（盛岡短期大学部） 

 ＜社会人の学び直しニーズ対応教育推進プログラム＞ 

  * 「地域の福祉人材のスキルアップ」（社会福祉学部） 

＜大学生の就業力育成支援事業＞ 

  * 「岩手の地で鍛える学生主体の確かな就業力」 

 

・ ＰＢＬの実施率向上  

  学生の学会発表件数について高い数値を維持するとともに、Ｐ 

ＢＬ(Project Based Learning：学生チームによるプロジェクト実

習型学習)の実施率を向上させた。（ソフトウェア情報学部・研究

科） 

 

・ がん看護専門看護師の育成 

  がん看護研究会を設立し、がん看護専門看護師及び専門看護師

の修士課程の院生・修了生を対象に学習会・研修会・事例検討会

を開催した。資格申請に向けて支援し、県で始めてのがん看護専

門看護師２名が認定された。（看護学研究科） 

 

・ 二級建築士の資格取得 

  二級建築士受験に向けて課外授業、達成度試験を実施したほか、

e-learning として自学自習のための環境を整備し、平成 22 年度

は、22 名の学生が二級建築士の受験資格を取得した。（盛岡短期

大学部） 

 

・ ＡＯ入試合格者に対する個別指導  

ＡＯ入試合格者を対象とするプレゼミナールを実施し、個別の

指導を行う体制を整備した。（社会福祉学部） 

 

・ 高大連携の推進 

  県内高校教員を対象とした大学見学会、いわて高校生小論文コ

ンクールの企画、大学見学の受入、出前講義の実施、オープンキ

ャンパスの充実など積極的に事業を推進した。 

 

・ キャリア教育の充実 

地元の企業家等を講師とした「地場産業・企業研究」を新設し、 

卒業単位にも反映させることで、キャリア教育の充実を行った。

（総合政策学部） 

 

・ 学生ボランティア活動の活発化 

学生ホール棟に学生ボランティアセンターを設置し（平成 20 年

4 月）、学生の主体的なボランティア活動を推進した。 

 

・ 実学実践による教育 

  西和賀町との連携で「西和賀いのちのプロジェクト」を立ち上

げ、「いのちの学習塾」、ソーシャルワークの実習・演習、福祉観

光資源開発に関するフィールドワークの報告書など福祉現場と連

携した専門能力を高める実践を行った。（社会福祉学部） 

 

・ 社会人学生への教育体制整備   

  長期履修制度の活用者や社会人学生に対して、夜間、土日及び

長期休暇中での開講等を行った。（看護学部・研究科） 

 

・ 少人数教育の推進 

  情報リテラシー教育と語学教育については、より尐人数のクラ

ス編成を行うとともに、ＴＡを活用し、授業改善に取組んだ。特

に、英語科目では、入学後の TOEIC-BRIDGE テストにより習熟度別

クラスを編成して学生のレベルに沿った授業を集中的に実施し、

大きな成果を得た。（盛岡短期大学部） 

 

・ いわて学の開講 

  県内５大学共通授業「いわて学」を一般公開も含めて平成 22 年

度から開講実施し、前期 37 名・後期 47 名の学生が履修し、アン

ケート結果でも高い授業満足度を達成した。 

 

・ 教育環境の整備 

  メディアセンターについて、メディアセンター長と学生との意

見交換会を実施し、学生の意見を反映させるとともに、教員によ

る推薦図書、図書館だより情報発信等により学術情報機能を充実

させた。 

 

・ ピア・カウンセラーの導入 

  ピア・サポート制度を導入し、ピア・カウンセラーが週２日間

程度履修相談を主としたカウンセリングを行った。 

 

・ きめ細かな進路指導  

  ゼミ教員を通じ、一人ひとりの状況にあわせた進路指導のほか、 

「就職・編入支援ｗｅｂ」サイトによる就職関連のイベント紹介、

編入学対策のアドバイスのメール配信を行うなど、きめ細かな情

報提供に努めた。（宮古短期大学部） 

 

・ 学生への経済的支援 

＜学生緊急貸付制度の導入＞ 

* 経済的理由で卒業が困難な学生を対象とした緊急貸付制度の

導入や金融機関との提携教育ローンを創設し、経済的に困難

な学生の支援向上に努めた。 

＜授業料免除枠の拡大＞ 

* 風水害による被害、家計支持者の死亡等による特別な事情に

よる場合の授業料免除を実施した。 

 

・ 就職支援 

  いわて情報産業シンポジウムを開催し、県内情報産業、製造業

との意見交換を実施したほか首都圏就職フォーラム、仙台就職フ

ォーラムを開催し、各地の企業と交流を図った。（ソフトウェア情

報学部） 

 

【参考】 

○入試の状況 

区 分 H17 H18 H19 H20 H21 H22 

県
立
大
学 

学
部 

入学者数 467 448 457 450 452 463 

志願者数 1,806 2,104 1,530 2,593 3,034 2,144 

 志願倍率 4.1 4.8 3.5 5.9 6.9 4.9 

受験者数 1,490 1,663 1,265 1,825 2,163 2,102 

 実質倍率 3.1 3.5 2.6 3.9 4.5 4.2 

大
学
院 

入学者数 87 53 71 61 71 62 

志願者数 126 77 86 86 95 78 

 志願倍率 1.2 0.7 0.5 0.8 0.9 0.7 

受験者数 122 77 83 84 93 75 

 実質倍率 1.3 1.4 1.1 1.2 1.2 1.2 

盛 岡
短 期
大学部 

入学者数 119 107 105 105 101 104 

志願者数 336 342 278 339 264 242 

 志願倍率 3.4 3.4 2.8 3.4 2.6 2.4 

受験者数 258 266 233 299 235 224 

 実質倍率 1.9 1.9 1.6 2.0 1.6 1.4 

宮 古
短 期
大学部 

入学者数 123 108 106 107 107 104 

志願者数 168 174 154 173 213 164 

 志願倍率 1.7 1.7 1.5 1.7 2.1 1.6 

受験者数 158 169 143 165 207 158 

 実質倍率 1.1 1.3 1.1 1.3 1.6 1.2 

（運営データ、人・％）  
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○「本学が第一希望」の割合 

区分 H18 H19 H20 H21 H22 

県  

大 

第一希望  79.9 81.7 81.6 81.1 80.5 

第二希望 11.7 10.7 10.4 12.7 10.6 

第三希望以下  8.1 7.1 8.0 6.2 8.9 

盛

短 

第一希望  53.1 72.0 58.8 63.5 59.6 

第二希望  25.7 21.0 30.4 21.1 27.7 

第三希望以下  20.4 6.0 10.8 15.4 12.7 

宮

短 

第一希望  60.2 74.4 69.5 75.0 76.7 

第二希望  17.8 20.4 18.6 15.0 17.4 

第三希望以下  18.6 5.1 11.9 10.0 5.8 

（新入生アンケート、％） ※ H18 年度から実施。 

 
○ 学生定員充足状況 

区分 H17 H18 H19 H20 H21 H22 

県

立

大

学 

学

部 

定員 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 1,840 

在籍数 2,003 1,997 1,955 1,953 1,969 1,961 

充足率 108.9 108.5 106.3 106.1 107.0 106.6 

大

学

院 

定員 216 239 234 239 239 239 

在籍数 191 205 186 172 187 195 

充足率 88.4 85.8 79.5 72.0 78.2 81.6 

盛 岡

短 期

大学部 

定員 200 200 200 200 200 200 

在籍数 224 230 224 216 215 209 

充足率 112.0 115.0 112.0 108.0 107.5 104.5 

宮 古

短 期

大学部 

定員 200 200 200 200 200 200 

在籍数 211 231 231 231 214 215 

充足率 105.5 115.5 115.5 115.5 107.0 107.5 

（運営データ、人・％）  

 
○ 就職の状況 

区分 H17 H18 H19 H20 H21 H22 

県

立

大

学 

県内就職者数  129 136 121 141 145 138 

 県内比率  35.0 34.6 32.6 40.4 40.7 40.6 

県外就職者数  240 257 250 208 211 202 

 県外比率  65.0 65.4 67.4 59.6 59.3 59.4 

計（就職者数） 369 393 371 349 356 340 

 就職率 97.1 97.5 96.9 96.9 94.2 93.7 

盛

岡

短

大

部 

県内就職者数  59 57 48 36 42 35 

 県内比率  75.6 82.6 73.8 61.0 71.2 63.6 

県外就職者数  19 12 17 23 17 20 

 県外比率  24.4 17.4 26.2 39.0 8.8 36.4 

計（就職者数） 78 69 65 59 59 55 

 就職率 89.7 95.8 94.2 92.2 85.5 88.7 

宮

古

短

大

部 

県内就職者数  41 49 56 44 44 50 

 県内比率  56.9 65.3 70.0 65.7 67.7 83.3 

県外就職者数  31 26 30 23 21 10 

 県外比率  43.1 34.7 30.0 34.3 32.3 16.7 

計（就職者数） 72 75 86 67 65 60 

 就職率 90.0 87.2 95.6 90.5 82.3 82.2 

（運営データ、人・％）  

 
○ 就職先企業の意識調査（肯定的意見の割合） 

項目 H18 H21 

企業等のニーズや期待に応えている  84.8 86.5 

基礎的知識、読み書きなどの基礎能力がある  80.1 79.5 

円滑なチームワーク、健全な人間関係を築ける  78.9 77.4 

仕事上の課題に積極的に取り組む意識、行動力がある  77.8 81.3 

身だしなみや言葉遣いなど社会常識を身につけている  77.6 77.7 

顧客や相手の立場に立って、考え、行動できる  71.5 70.0 

幅広い教養を身につけている  61.5 66.4 

問題解決にあたり、調査、分析、報告の能力が高い  57.3 65.0 

（就職先企業アンケート、％） ※ H18 年度から 3 年に一度実施。 

 

カテゴリー２ 「研究」 

・ プロジェクト研究所の設置と外部研究者の積極的な受入れ 

  プロジェクトごとの８つの研究所により「戦略的地域再生研究

機構」を形成して、外部の研究者を積極的に客員教授等として委

嘱し、企業や他大学等との共同研究を推進した。 

 

・ 「公募型地域課題研究」の設置  

  「公募型地域課題研究」枠を設定して県内から広く研究課題を

募集し、地域ニーズに対応した研究課題に取り組んだ。 

 

・ 地域貢献を目指した研究機能の充実 

  大学と自治体、地域づくり団体等との交流の窓口として「ＩＰ

Ｕ地域づくりプラザ」を設置するとともに、「地域づくり研究所」

（プロジェクト研究所）の内部組織として、「盛岡市まちづくり

研究所」を設置し、盛岡市から派遣された共同研究員２名が、研

究成果を地域に還元すべく、市の将来計画策定のための基礎調査

や地域づくりの実証的な調査等を実施した。なお、盛岡市まちづ

くり研究所の研究成果（H20）が、日本都市センター主催の都市

調査研究グランプリ優秀賞を受賞した。 

 

・ 研究費の見直し  

 学術研究費について、地域貢献型の研究以外は、外部資金獲得

支援へのシフト、若手研究者の支援、産学公連携事業及びシンク

タンク事業に重点を置き、研究資金配分の枠組みを整備した。 

 

・ 研究者情報システムの稼動  

  教員の業績等のデータベースとして「研究者情報システム」を

構築し、平成 19 年 10 月から運用を開始するとともに、教員プロ

フィールの学外公開、教員業績評価や認証評価の業績調書等とし

て活用し、業務の合理化を図った。 

 

・ 競争的外部資金獲得への取組 

  各種の競争的外部資金の助成情報について学内ホームページ等

への掲載や学内説明会の開催によって周知を図った。 

平成 22 年度には、科学研究費補助金について、（独）科学技術

振興機構（ＪＳＴ）の社会技術研究開発事業の研究開発事業の研

究開発領域において、研究題目「ＩＣＴを活用した生活支援型コ

ミュニティづくり」が採択され、３年間で８千万円以上の研究費

を受託した。 

 

・ 研究倫理向上への取組 

  研究倫理審査規程を改正するとともに研究倫理審査実施要領を

定め、研究費使用のルール等を解説した研究費マニュアルや不正

行為防止計画を作成し、研究倫理の向上に取り組んだ。 

 

【参考】 

○ 外部研究資金の獲得状況 

区分 H17 H18 H19 H20 H21 H22 

外部研

究資金

受入 

件数 78 90 127 116 96 166 

金額 185,015 145,427 165,929 143,141 115,770 165,325 

う

ち 

科

研

費 

件数 44 37 39 65 60 63 

金額 54,200 35,900 57,700 79,644 67,803 67,528 

（運営データ、件・千円）  

※ 科研費については、他大学と共同実施した研究の分担金を含むこと。 

 

 

カテゴリー３ 「地域・国際貢献」 

・ 組込技術研究会への支援  

  組込技術関連の企業や行政等の参加を得て、組込技術研究会を

開催し、活発な情報交換を行った。また、本研究会の活動は（社）

組込みシステム技術協会主催のＥＴロボコン２００８北海道･東

北地区大会の本学での開催につながった。 

 

・ 自治体等との協定の締結  

  紫波町、㈱アイシーエス、二戸地区広域行政事務組合、遠野市、 

 盛岡市、川井村と協定を締結し、共同研究や研究成果の活用を進

めた。 

 

・ 地域ニーズに対応した研究  

  「介護予防食品プロジェクト」として本学（看護学部、社会福

祉学部、盛岡短期大学部）と地域企業、県の研究機関との連携に

より高齢者向け食品を開発し、開発食品の一部の販売を始めた。 

 

・ 地域連携の推進 

  外部の専門家を連携支援アドバイザーとして委嘱するとともに、 
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 リエゾン担当教員の勤務時間を延長するなど、体制を強化して外

部資金獲得、技術移転、事業化支援、地域づくり支援などを推進

した。 

  また、本学担当教員が積極的に企業訪問等を行い、平成 21 年度

に開所した滝沢村ＩＰＵイノベーションセンターへのＩＴ企業５

企業の誘致につなげた。 

 

・ 看護実践研究センターの設置  

  県民の健康増進とＱＯＬ及び看護の質の向上に寄与するため、

「岩手県立大学看護実践研究センター」を設置し、看護職の継続

教育支援や研究支援等を行うための支援システムを構築した。（看

護学部） 

 

・ 地域課題の研究成果の還元 

  地域課題の解決に貢献するための多様な研究実績について、学

外に広く発信することを目的に、「ＩＰＵ地域連携フォーラム」を

22 年度に開催した。 

 

・ 地域社会の課題に対応した研究 

  県民生活の課題解決策を見出すため及びものづくり産業の生産

性を高めるため、「地域政策研究センター」及び「いわてものづく

り・ソフトウェア融合テクノロジーセンター」の平成 23 年度の設

置を決定した。 

 

【参考】 

○ 産学官連携の状況 

区分 H17 H18 H19 H20 H21 H22 

共同研究数  13 26 52 66 56 70 

受託研究数  18 17 19 23 22 19 

合 計 31 43 71 89 78 89 

（運営データ、件）  

 

○ 地域貢献の状況 

区分 H17 H18 H19 H20 H21 H22 

公

開

講

座 

開講講座数  45 72 60 51 53 26 

受講者数  2,015 2,549 3,661 3,409 3,072 2,946 

施

設

の

学

外

利

用

者 

図書館 12,991 10,181 10,105 7,709 7,963 7,710 

体育施設等  20,794 20,327 24,774 31,382 20,588 20,118 

アイーナキャ

ンパス 
－ 7,040 11,855 16,977 19,344 18,026 

審議会委員等への就

任、講師派遣数  
1,048 1,193 712 994 831 880 

う

ち 

行政機関  294 410 332 563 355 420 

非常勤講師  175 217 129 133 124 138 

（運営データ、講座・人） 

 

 

カテゴリー４ 「業務運営」 

・ 学外の有識者等の登用 

  経営会議等に学外の委員を任命し、法人・大学運営に外部の意

見を反映する仕組みを構築した。 

 

・ 法人採用職員の配置 

  平成 19 年 4 月から、法人独自で採用した職員を配置している。

（平成 23 年 5 月１日現在 47 名） 

 

・ グループウェアの導入等 

  平成 18年度からグループウェアの導入と給与明細書と健康診断 

 個人票のＷＥＢ通知化を行い、教職員間の情報の共有化と業務の

効率化を図った。 

カテゴリー５ 「財務」 

・ 省エネアクションプランの策定と推進 

  冷暖房運転の運用を大幅に見直し、省エネアクションプランを

策定し、このアクションプランに基づき、毎年度エネルギー使用

量の削減を達成した。 

 

【参考】 

○ 期間損益の状況 

科目 H17 H18 H19 H20 H21 H22 

経常費用 6,238 6,145 6,013 5,898 5,477 5,214 

う

ち 

人件費 3,236 3,304 3,174 3,174 3,033 2,998 

教育経費 1,543 1,430 1,373 1,270 1,234 1,028 

研究経費 942 828 846 768 676 583 

経常収益 6,630 6,631 6,458 6,093 6,054 5,733 

う

ち 

運営費交付金収益 4,632 4,548 4,446 4,323 4,247 3,940 

授業料、入学料等  1,454 1,496 1,429 1,406 1,447 1,427 

当期純利益  392 486 445 195 577 494 

（損益計算書、百万円）  

 

 

カテゴリー６ 「評価・情報提供」 

・ 認証評価における適合認定 

  平成 20 年度に（財）大学基準協会による認証評価を受審し、岩

手県立大学、盛岡短期大学部、宮古短期大学部ともに、同協会の

大学基準に適合していると認定された。評価において改善を指摘

された事項については、学則変更や年度計画への反映等を行い、

改善に取り組んだ。 

 

・ 地域説明会の開催 

  次期中期目標等の原案について、県内４ヶ所で県民向けの地域

説明会を実施し、活発な意見交換を行い、次期中期目標・中期計

画に反映した。 

 

・ 次期中期計画策定 

  次期中期計画について、評価指標を体系化し、計画の実効性を

担保するよう工夫するとともに、全学共通の目標・計画から部局

計画とその手順書(工程表)、年度計画・実績まで評価指標とリン

クさせて一体的に表示させるシステムを構築し、改善へ向けた取

組みを促す仕組みを整備した。 

 

 

カテゴリー７ 「施設整備」 

・ ユニバーサルデザインに対応した施設整備 

  ユニバーサルデザインに対応した環境整備の年次計画を策定し、

トイレや自動ドア等を整備することで施設の利便性の向上を図っ

た。 

 


